
 

 

１ 助成対象者 

  以下の⑴～⑷の要件を全て満たす方 

⑴ 介護職員初任者研修課程を修了した方 

⑵ 介護職員初任者研修課程の修了日から３か月以内に練馬区内の介護サービス事業所（※１）に介護職

員として、または練馬区内の障害福祉サービス事業所に障害福祉サービス従事者として就労している

方（研修修了日時点ですでに就労している方も含む） 

⑶ 助成金の申請時において、練馬区内の介護サービス事業所に介護職員として就労しており、その就労

が介護職員初任者研修課程の修了後６か月以上継続している方。ただし非定型的パートタイムヘルパ

ー（短時間労働者であって、月、週または日の勤務時間が一定期間ごとに作成される勤務表により非

定型的に特定される方をいう。）にあっては従事時間が通算 90 時間を超えている場合に限ります。

（※２） 

⑷ 介護職員初任者研修の受講料について、他に助成を受けていない方 

※１「練馬区介護職員初任者研修受講料助成要綱」に定める第２条第２項および第３項で列挙する事業所 

  に限ります。 

※２介護職員初任者研修修了日時点ですでに事業所で就労している非定型的パートタイムヘルパーにあっ 

ては、修了前に従事した就労時間のうち、最大 45 時間を算定時間に加えることができます。 

 

２ 資格取得費用等助成の流れ 

令和７年度から事業所が助成対象者の受講料を立て替えた場合に、事業所が区に直接申請できるように

なります。（図１）従来の受講者本人からの申請も可とします。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 助成対象経費 

介護職員初任者研修の受講料のうち、助成対象者または就労する事業所の管理者等が養成機関へ支払 

った金額。 

 

令和７年度版 介護職員初任者研修受講料助成事業のご案内 

裏面へ続く 



４ 助成金額 

受講者１人につき助成対象経費と 100,000 円を比較していずれか低い額。 

５ 申請書提出期間 

随時受け付けます。※予算の上限に達し次第、受付を終了します。 

窓口受付時間：月～金曜  午前８時 30分～午後５時（祝休日、12 月 29 日～翌年１月３日を除く） 

※助成金の申請期限は、要件を全て満たした日の翌日から３か月以内です。 

申請期限を過ぎた場合、助成対象外となりますので、十分ご注意ください。 

６ 提出書類 

 受講者本人が受講料を負担した場合（受講者本人が申請してください） 

 ⑴ 申請書（第４号様式） 

 ⑵ 初任者研修修了証明書（写し） 

 ⑶ 領収書（原本） 

   ※受講者本人の氏名、支払金額、内訳、支払先の養成機関名、領収済みであることが確認できるもの 

をご提出ください。 

 ⑷ 通帳やキャッシュカード等の写し（振込先口座が確認できるもの） 

管理者等が受講料を負担した場合（管理者等が申請してください） 

 ⑴ 申請書（第５号様式） 

 ⑵ 初任者研修修了証明書（写し） 

 ⑶ 領収書（原本） 

   ※管理者等の氏名もしくは法人名、支払金額、内訳、支払先の養成機関名、領収済みであることが確 

認できるものをご提出ください。 

 ⑷ 立替払に関する協定書の写し（第１号様式） 

 ⑸ 賃金台帳等（助成対象者が研修修了日以後６か月以上継続して就労していることを証明するもの。た

だし、非定型的パートタイムヘルパーにあっては、従事時間が通算して 90 時間を超えている証明を

含むもの） 

７ 提出方法 

  後述８の申請先へ持参または郵送により、ご提出ください。 

※交付処理後の提出書類の返却は一切いたしませんのでご了承ください。 

受講者本人が申請する場合 

申請書を自筆以外で記入した場合（データで入力して印刷する等）、右上部の署名欄横に、朱肉を使

う印鑑で申請者印を押してください。 

管理者等が申請する場合 

申請書の記入が自筆・データ入力のどちらの場合でも、右上部の署名欄横に代表者印を押してくださ

い。 

※助成金交付の翌年度の７月頃、区より「資格取得後の就労状況」に関するアンケートを送付しますの

で、ご回答ください。 

８ 申請先・問合せ先 

〒176-8501 練馬区豊玉北６－１２－１  

福祉部管理課ひと・まちづくり推進係（区役所西庁舎 3 階）電話：5984-1296（直通） 


